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都市計画道路の整備現況 (平成２１年 4月 1日現在)

路線名 通称名
計画延長 完成延長

(ｍ)

事業延長

(ｍ)

未着延長

(ｍ)
完成率(%) 事業主体

Ｌ(ｍ) Ｗ(ｍ)

幹
線
街
路

放
射
線

放５ 5,019 40～60 3,693 1,326 0 73.6 都

放６ 青 梅 街 道 6,877 25～33 5,954 0 923 86.6 都

放２３ 井 の 頭 通 り 6,407 14.5～25 2,484 0 3,923 38.8 都

計 18,303 12,131 1,326 4,846 66.3

環
状
線

環7 環 7 通 り 4,207 25～40 4,207 0 0 100.0 都

環8 環 8 通 り 6,162 25～33 6,162 0 0 100.0 都

外環の2 外 環 の ２ 1,476 40～58 0 0 1,476 0.0 都

計 11,845 10,369 0 1,476 87.5

補
助
線
街
路

補６１ 969 15～29 0 0 969 0.0 都

補６２ 方 南 通 り 2,203 20 1,910 0 293 86.7 都

補６３ 2,067 15～16 0 0 2,067 0.0 区

補７４ 早 稲 田 通 り 5,154 15 2,330 0 2,824 45.2 都

補７６ 新 青 梅 街 道 1,546 15 1,546 0 0 100.0 都

補１２８ 4,939 16～20 0 0 4,939 0.0 都

補１２９ 旧 甲 州 街 道 300 12 0 0 300 0.0 都

補１３０ 五 日 市 街 道 5,670 15～16 2,750 510 2,410 48.5 都

補１３１ 2,370 12～23.5 952 0 1,418 40.2 区

補１３２ 3,372 16～30 0 0 3,372 0.0 都・区

補１３３ 中 杉 通 り 5,550 15～23 1,650 300 3,600 29.7 都

補２１５ 6,220 16 0 0 6,220 0.0 都・区

補２１６ 1,491 16 0 0 1,491 0.0 都

補２１７ 270 16 0 0 270 0.0 都

補２１８ 甲 州 街 道 805 20～25 805 0 0 100.0 国

補２１９ 121 36 121 0 0 100.0 都

補２２１ 297 16 0 0 297 0.0 都

補２２６ 1,170 15 571 0 599 48.8 区

補２２７ 1,341 18～21.5 803 0 538 59.9 都・区

補２２８ 1,020 16 0 0 1,020 0.0 都

補２２９ 千 川 通 り 1,344 14.5～20 0 0 1,344 0.0 都

計 48,219 13,438 810 33,971 27.9
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路線名 通称名

計画延長
完成延長

(ｍ)

事業延長

(ｍ)

未着延

長

(ｍ)

完成率(%) 事業主体
Ｌ(ｍ) Ｗ(ｍ)

そ
の
他
街
路

区
画
街
路

杉１ 590 8 590 0 0 100.0 区

杉２ 620 6～10 620 0 0 100.0 区

世４ 赤 堤 通 り 182 11 182 0 0 100.0 区

計 1,392 1,392 0 0 100.0 

特
殊

街
路

杉歩1 旧 井 草 川 3,040 6～9 2,924 0 116 96.2 区

計 3,040 2,924 0 116 96.2 

駅
付
近
広
場
・街
路

高円寺駅

広場 １ 北 口 (3474㎡) (3474㎡) (0) (0) (100.0) 都

2 南 口 (2758㎡) (2758㎡) (0) (0) (100.0) 都

荻窪駅

広場 １ 北 口 (3460㎡) (0) (3460㎡) (0) (0.0) 都

阿佐谷駅

広場 １ 南 口 (3130㎡) (3130㎡) (0) (0) (100.0) 都

2 北 口 (2520㎡) (2520㎡) (0) (0) (100.0) 都

高円寺駅

街路 １ 380 15 380 0 0 100.0 都

計 (15342㎡) (11882㎡) (3460㎡) (0) (77.4)

380 380 0 0 100.0 

３２路線 合計 83,179 40,634 2,136 40,409 48.9

《幹 線街路》 都市交通の動脈をなす街路であり、放射線と環状線からなっている。

放射線は都心部と周辺部とを放射状に結び、環状線は周辺相互を連絡している道路。

《補助線街路》 幹線街路の補助的な役割を果たすとともに、市街地の適正な構成と、近隣生活圏の

形成を計るための道路。

補 63・補 131・補 226号線は、昭和 56年都区協議会の決定により区に移管された
路線。

《区 画街路》 居住環境区域内の道路で、区域内の交通を集め補助幹線道路に連絡や各宅地に接続

する道路。

《特 殊街路》 歩行者専用道路：歩行者が交通事故の危険を感じずに快適に通行できる空間として

計画されたもので、(杉歩 1)旧井草川遊歩道の 3,040ｍが計画され、2,924ｍが完成
している。

《駅付近広場》 主要駅前の交通混雑緩和及びふれあい等のオープンスペースを目的として計画され

ている。区内では、高円寺駅南北広場約 6,232㎡、阿佐ヶ谷駅南北広場約 5,650㎡
が完成、荻窪駅北口広場約 3,460㎡が事業中である。

《駅付近街路》 駅前広場と幹線街路等の連絡を図り、その利用度を高めるために計画された道路で、

高円寺駅付近街路 1の 380ｍが完成している。



資料１－３【東京外かく環状道路（関越道～東名高速間）】

全 体 計 画 図

縦 断 面 図

平 面 図

東京外かく環状道路（外環道）は、首都圏の渋滞緩和、環境改善

や円滑な交通ネットワークの実現を目的とし、都心から約１５

km の圏域を環状に連絡する延長約８５km の高速道路で、杉並

区内においては西部地域に約１．５kmが計画されています。
現在までに、関越道と連絡する大泉 JCTから三郷南 ICまでの約
３４kmが供用されています。
関越道から東名高速までの約１６km は事業化され、東名高速か

ら湾岸道路までの約２０km については予定路線に位置づけられ

ています。

主 な 経 緯

昭和４１年７月 都市計画決定

平成１３年４月 高架式計画を地下構造に変更する「東京外かく環状道路

（関越道～東名高速）計画のたたき台」公表【国・都】

平成１５年 1月 東京外かく環状道路（関越道～東名高速間）に関する方針

公表【国・都】

インターチェンジ無しを検討の基本とするが、

その設置については地元の意向を踏まえる。

平成１５年３月 東京外かく環状道路（関越道～東名高速間）に関する方

針公表【国・都】

インターチェンジについては、地元の意向を踏

まえながら、設置の有無について検討する。

平成１５年６月 青梅街道インターチェンジに係る杉並区の方針公表

みどり豊かな住宅地である善福寺地域の環境保

全を重視すると、この地にインターチェンジは

建設すべきではない。

杉並区は、大深度地下を活用した外環の整備に

は基本的に賛成するが、青梅街道インターチェ

ンジの設置には反対する。

平成１９年４月 都市計画変更決定

本線は地下式とし、青梅街道インターチェンジ

の出入口は関越道方面（練馬区内）のみ設置し、

東名高速方面（杉並区内）は、設置しない計画

平成２１年５月 国土開発幹線自動車道建設会議を経て整備計画決定【国】

諸 元

設計速度：８０ｋｍ╱ｈ

道路幅員：４０～９３ｍ

延 長：１６．２km
車 線 数：６車線

出典：国土交通省東京外かく環状国道事務所HP

出典：国土交通省東京外かく環状国道事務所HP

出典：国土交通省東京外かく環状国道事務所HP

杉並区



翫
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「夷．

～ 4つの視点で検討を進めまず～

　昭和4「年、高速道路の外環とともに、都内の都市計画道路ネットワークの一部として、

外環ルート上に「外環ノ2」という地上部の街路の都市計画を決定しています。

　平成19年に外環の都市計蕩を高架方式から地下方式に変璽したことを踏まえて、今後、

環境、防災、交通、薯らしの4つの視点で、この地上部街路の必要性やあり方などについて、

広く意見を聴きながら検討を進め、都市計画に関する都の方針をとりまとめていきます。

平成窯◎年3月

嘩東京都都市整備局



魍
これ藤での窪な経緯

騨年7月
　　　　　　　　　　　　「外環ノ2・を謳決定　　　　＼

平成13年 4月　東京外かく環状道路（関越道～東名高速）の

　　　計画のたたき台公表
　　　　　高速道路の外環について地下構造のイメージを提示

平成15年　3月　東京外かく環状道路（関越道～東名高速）に
　　　　　　　　　　関する方針公表

　　　　　　　　　　　高速道路の外環について大深度地下の活尾等の方針

　　　　　　　　　　　を公表

平成17年　1層　外環の地上部街路について基本的な考え方公表
　　　　　　　　　　　　「現在の都市計画の区域を活用して道路と緑地を整備」

　　　　　　　　　　　　「都市計画の区域を縮小して車道と歩道を整備」

　　　　　　　　　　　　「代替機能を確保して都市計画を廃止」

　　　　　　　　　　　の3つの考え方を提示

平成／8年11月　外環の地上部街路について沿線区市への回答
　　　　　　　　　　　同年10月の沿線区市の要望に対して、必要性の検証
　　　　　　　　　　　を行う旨の回答

平成19年 4月　高速道路の外環を高架方式から地下方式に

　　　都市計画変更

武藏野市

＼Y¢
摩疇餌細

〈昭和41年7月〉 〈平成19年4月〉

外環ノ2　幅曇40m 外環ノ2　幅員40m

都市計薦の概要

名称：東京都市計画道路幹線街路外郭環状線の2
区間：〔起点〕世田谷区北烏山五丁目（東ハ道路）

　　　〔終点〕練馬区東大泉二丁目　（目白通り）

延長：約9km
構造：地表式

車線：規定なし

幅員：40m（標準）

高速道路（外環）



や　都描の威長の過程で失われたみどり

　　・都市の成長の過程でみどりが減少しています。

　　・また、みどりの構成比は公共用地に比べて民有地の

　　　割合が高く、将来にわたって、みどりの保全が不確

　　　実な状況です。

薦

憂

フこ’、

舞

　　　　　※平成14年（杉並区・三鷹市M7年（武蔵野市肩8年｛練馬図
＊緑被率：一定の区域内で、上空から見て高木の樹冠や芝など緑で地上が覆われ

　　　た面積が占める割合
　　　　　　　　　　資料）練馬区、杉並区、武蔵野市、三鷹市

■みどりの構成比

練馬区（平成18年）

（平劇4嘆

民有地
53鷲

工

今みどり豊かな都南空聞のネットワーク
　　・外環の地上部街路が計画されている周辺地域

　　　では、石神井公園、善福寺公園や井の頭恩賜

　　　公園など大規模な拠点のみどりや、街路樹、

　　　玉川上水などがそれぞれに存在しています。

・繊

凄1醗織i
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謎』辟

讐騰濠・

地上部街路

街路樹のある道路

河測（水面）

水辺の緑

公園・緑地等

学校



圃

鰭：礎

や　震災隠の道路閉塞や延焼を防ぐ道路

　　・阪神・淡路大震災では、8m未満の道路

　　　のほとんどで車両の通行が不能になった

　　　のに対し、8m以上の道路では車両の通

　　　行が確保されました。また、12m以上
　　　の道路で延焼が防止されました。

　　・狭い生活道路が多い地域では、震災時に

　　　おいて、円滑な救助活動等が行えないお

　　　それがあります。

■阪神・淡路大震災における

　道路幅員と道路閉鎖との関係

　倒壊被害が甚大であった国道2号沿線の

　　約26haを対象についての調査結果
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資料）新時代のまちづくり・みちづくり

都市整備研究会

圏阪神・淡路大震災における

　道路幅員と延焼防止率
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地上部街路

鉄道

高速道路

畜速道路（未整備区間）

緊急交通路（第一次）

緊急交通路（第二次）

緊急輸送道路

■延焼遮断帯のイメージ

延焼遮断帯がない場合 延焼遮断帯がある場合

＊火災発生から2時間後

　凡　例

甥延焼中

翻延焼後

羅耐火建築物

口延焼遮断帯

＊大地震時において市街地大火

　を阻止する機能を果たす、道

　路、河川、公園等の都市施設
　と、それらの沿線の一定範囲

　に建つ耐火建築物等により構

　成される帯状の不燃空間を
　　「延焼遮断帯」といいます。
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や　通過交通の生活道路への流入

　　　・幅員の狭い住宅地内の生活道路や、歩道が整備されていない生活道路に通過交通が流入すると安全がおびやかさ

　　　れ、交通事故が発生しやすくなります。

　　　・全体として東西方向に比べて南北方向の都市計画道路の整備が進んでいない状況です。

　閥

④

■通過交通の生活道路への流入
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凡　例

1欝1調藝蓼地上部街路

鉄道
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■都市計画道路の整備状況
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驚

離翻醐盈高速道路（未整傭匿間）

oり◎go●099

主な幹線道路

抜け道と考えられる生活道路

〔市販資料等参照〕

生活道路への通過交通の集中

陶k、

　　　　ノ
　　　酬

　地上部街路

麗理謹麗齪圏

鉄道

高速道路

騨

高速道路（未整備区間）

k－．．　　　寄

〔西荻北4丁目南北方向の通り（杉並区）〕

　　　完成・概成
一四聞　事業中

一　未着手

　　杉並区

臨簸

㌧＼、

練馬区

　　轡〆

㌔＿
う

〔上石神井通り（練馬区｝〕

鱗醇、

＊概成1都市計画道路のうち、計画

　　　幅員までは完成していな
　　　いが、ある程度の軍線数は

　　　有するなどで概ね機能を
　　　満たしている道路

抜け道になっている駅前通り

〔三鷹台駅前通り（三鷹市）〕



や　暮らし蓬支える公共喪通
　　・鉄道駅間を南北方向に結ぶ公共交通はバスが担っています。

　　・生活道路を運行するバスの定時性確保や、安全・安心で快適なバスの利用についての取組が重要です。

＿
ぐ

／

　偉ポ
篇轡旨

　州炉ダ

協龍雛
礎置麟

　　■バス路線の状況

¢称「一1
、礫．ぐ．、＼麟

　　　　　　　　　　麺＼・・

ヒ、、ド　幽r
　　　　　　厩

　　　．／
L爾／

臨，　1状
　　　　1八の

JR中央線

駅前の生活道路を運行するパス

〔上石神井駅前（練馬区）〕

生活道路を運行するバス

〔井萩弓、学校付近（杉並区）〕

路庸に設置されたパス停

雪

　　

1層

塗
．二の

〔立教通り（武蔵野市側）〕

　　凡　例

　　　地上部街路

　
　鉄道

　　　高速道路

瞬購1購　高速道路（未整備区間）

　　　バス路線
　　　　（太さは路線数を表す）

⑨区衛役所

命出張所等

圏医療施設

圃医療施設
　（2次救急医療機関）

　　　資料）バス路線図等



1

翻鹸討の視点

麟都市計醐遺路と憾
・ 都市計画道路は、都市を形成する最も

基本的な都市基盤です。
・ 交通、環境、防災などさまざまな機能

があり、これらの機能を十分発揮し、

良好な都市形成に寄与するよう計画
　しています。

■都市計画道路の主な機能

織　げ灘1通行機能
隷灘　　繊

し ，・げ　　　　　　　　　　　　　　　　　開　　　餐

　　　　　　　　　　人や物質の移動の通行空間としての機能

　　　　　　　　　　　（トラフィック機能）

　　　　．懸
難、　　。撚　　　ρ　　　　イ　　兇　　　　巾

沿道利用機能 沿道の土地利用のための出入、自動車の駐停

車、貨物の積み降ろし等の沿道サービス機能

（アクセス機能）

撃　瀦

　雛懇　膨

　灘葡
葺懇無続　’ヒ轍

　．鎌

讐　顯　帰

鑛難灘鑛難
景観、日照等の都市環境保全のための機能

鐵難避難救膿能 災害発生時の避難通路や救護活動のための

通路としての機能
「

繋灘　　膨馨、　　裂

災害防止機能 火災等の拡大を遅延・防止するための機能

際餓
、難1・籔

灘
　　　　　都市構造・土地「卿鎌　　　　利用の誘導形成 都市の骨格を形成するとともに、その発展方

洵や土地利用の方向を規定する

街区形成機能 一定規模の宅地を区画する街区を形成する

生活空間 人々が集い、遊び、語らう日常生活のコミュ

ニティ空間

資料）実務者のための新都市計画マニュアル五（（社）日本都市計画学会編）

■都市計画道路網

凡例　　 地上部街路

　　　羅　高速道路
　　　購齢麗　高速道路（未整備区間）

　　　・…一…　都市計画道路

1

懇

馨 検討の視点
婁轟聡”撒燦御愚萎．演惣抑・「琢錫零篭

環鏡

防　災

鍵麟雛な携鎌

翻一 懐惑な都市環境の創出　　1　灘　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域環境の改蓄
鵬　地球環境の保全　　　　　1　灘　良好な景観形成

懸

欝

交鐵溝灘

暮馨麟
浴

騒

騒

　　　　　　　　　など

ゴ巾、

：．’、内　’　、　灘1’1、＿皇乱．「

広域的な救援・救護活動1

緊急輸送ネットワークの1

馨＿、、．、、巽1

人とモノの流れの円滑化i

地域間の連携
　　　　　　　　　　など

質の高い生活環境の創出

公共交通との連携強化

　　　　　　　　　なζ
　”　内”　・ヒ’ゴ・蕊．．騰ド無　、、輔懸．鯵’1ド

　　　　　　　　　　　　　　など
：、灘．　　＿．＿鰍轍蝋難・襯

、
i　　延焼遮断帯の形成

萎．鰯　安全な避難路の確保

駿、　　　　鱗
、、灘　交通事故の減少　　　　　i

l、　　日々の暮らしにおける　　i
撚　　　安全性の向上　　　などi

雛　躍　まちづくりへの支援　　　1’

1萎…　　バリアフリー化の推進　　i’

／灘　　　　　　　　など！「
　　畢「・



　1

灘
検舗のプ闘セス

・ 外環の地上部街路について、検討のプロセスや検討の視点を明らかにするため、「検討の進め方」（本

パンフレット）を作成しました。
・ 今後、環境、防災、交通、暮らしの4つの視点で、この道路の必要性やあり方などについて、広く意

見を聴きながら検討を進め、都市計画に関する都の方針をとりまとめていきます。

必要性を検討するためのデータ　公表

地上部街路のあり方（複数案）　公表

意見に対ずる都の見解　公表

都市計画に関ずる都の方針公表

儲環⑳地上部衛躍翼ついて．皆姦ん⑳意晃壷聴蓉襟がら検討駿叢めて勲噸憲す。

お問い合わせ先

東京都都市整備局　都市基盤部　街路計画課　外かく環状道路担当

〒163－8001　東京都新宿区西新宿2－8－1第二本庁舎22階南側　電話：03－5388－3279

ホームページ：hせp：〃www．toshlseibi，metro．tokyojplkわanlgaikaku／index．html

壼録番号（19）157　平成20年3月

本パンフレットは、再生紙を使用しています。



２３区内、各区公園面積（国、都、区別）の比較
平成２2年４月１日現在

面積 人口
(k㎡) (人) 都立公園 区立公園 都立海上公園 区立公園 その他

1 千代田区 11.64 46,043 161,636.66 104,410.04 7,016.13 1,429,703.24 1,702,766.07 36.98 1

2 中央区 10.18 117,367 250,215.72 286,981.69 25,510.44 11,344.32 3,423.70 577,475.87 4.92 2

3 港区 20.34 215,467 234,105.34 257,145.64 541,118.77 81,628.56 267,981.44 1,381,979.75 6.41 3

4 新宿区 18.23 318,106 215,617.44 349,496.84 3,983.46 595,619.70 1,164,717.44 3.66 4

5 文京区 11.31 200,349 158,656.58 200,408.88 30,553.99 160,787.00 550,406.45 2.75 5

6 台東区 10.08 174,914 556,742.43 191,592.98 22,429.76 0.00 770,765.17 4.41 6

7 墨田区 13.75 246,257 133,593.01 568,985.22 0.00 8,759.76 711,337.99 2.89 7

8 江東区 39.94 459,728 1,076,952.35 934,091.01 1,905,773.01 32,665.83 82,982.64 4,032,464.84 8.77 8

9 品川区 22.72 363,577 218,745.81 488,738.99 508,514.53 90,029.21 5,639.30 1,311,667.84 3.61 9

10 目黒区 14.70 268,962 114,276.00 325,554.45 24,540.74 690.00 465,061.19 1.73 10

11 大田区 59.46 683,464 0.00 1,929,918.91 759,789.33 60,035.31 8,357.00 2,758,100.55 4.04 11

12 世田谷区 58.08 865,429 917,927.08 1,478,507.69 135,560.01 237,638.06 2,769,632.84 3.20 12

13 渋谷区 15.11 202,857 569,028.34 165,494.57 0.00 901,540.25 1,636,063.16 8.07 13

14 中野区 15.59 314,646 0.00 356,986.50 38,276.48 5,012.70 400,275.68 1.27 14

15 杉並区 34.02 540,871 462,876.41 531,288.64 26,495.25 6,968.03 1,027,628.33 1.89 15

16 豊島区 13.01 262,954 0.00 141,615.19 41,305.77 0.00 182,920.96 0.70 16

17 北区 20.59 334,306 71,647.37 833,355.16 59,849.99 48,312.10 1,013,164.62 3.03 17

18 荒川区 10.20 203,642 190,875.35 139,606.94 91,855.88 3,398.00 425,736.17 2.09 18

19 板橋区 32.17 536,891 468,125.90 1,413,964.78 0.00 60,903.78 1,942,994.46 3.62 19

20 練馬区 48.16 713,995 1,035,059.72 805,000.34 89,754.39 18,088.72 1,947,903.17 2.73 20

21 足立区 53.20 645,267 892,385.41 2,038,560.64 93,613.38 22,650.16 3,047,209.59 4.72 21

22 葛飾区 34.84 433,367 844,235.76 774,386.51 153,225.94 18,638.95 1,790,487.16 4.13 22

23 江戸川区 49.86 671,981 1,339,810.39 1,884,433.64 4,117,473.01 192,536.28 44,027.77 7,578,281.09 11.28 23

２３区計 617.18 8,820,440 9,912,513.07 16,200,525.25 7,858,179.09 1,286,700.68 3,931,122.30 39,189,040.39 4.45

＊東京都建設局公園調書より

一人当たり
面積

都市公園
行政区分

都市公園以外の公園 合　計
　　単位：㎡

sato-mamoru
テキストボックス
資料１－７

sato-mamoru
鉛筆



杉並区都市計画公園・緑地総括表
平成２２年４月１日現在

箇所数
面積
（Ｂ）

箇所数
面積
（Ｃ）

計画
（Ｂ／Ａ）

供用
（Ｃ／Ａ）

箇所 ｈａ 箇所 ｈａ ｈａ ｈａ ％ ㎡／人 ㎡／人

56 116.31 50 56.45 59.86 57.65 48 2.15 1.04

53 33.62 48 25.13 8.49 26.33 75 0.62 0.46

街区公園 45 9.68 42 8.79 0.89 9.29 91 0.18 0.16

近隣公園 6 15.64 5 12.04 3.60 12.69 77 0.29 0.22

地区公園 2 8.30 1 4.30 4.00 4.35 52 0.15 0.08

2 71.80 1 23.46 48.34 23.46 33 1.33 0.43

総合公園 1 54.40 1 23.46 30.94 23.46 43 1.01 0.43

運動公園 1 17.40 0 0.00 17.40 0.00 0 0.32 0.00

1 10.89 1 7.86 3.03 7.86 72 0.20 0.15

0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

5 53.18 5 23.89 29.29 23.93 45 0.98 0.44

61 169.49 55 80.34 89.15 81.58 47 3.13 1.49

Ａ＝５４．１万人（人口）

※他に都市公園等252箇所21.73haが供用済であり一人当たり供用面積は1.89㎡となる。

緑　　地

公　園　緑　地　計

公　　園

住区基幹公園

都市基幹公園

風致公園

特殊公園

広域公園

当該都市計
画に係わる
都市公園等
面積

供用率
（Ｃ／Ｂ）

一人当り面積

種　　別

計画決定 供用済
未供用
面積
（Ｂ－Ｃ）

sato-mamoru
鉛筆

sato-mamoru
テキストボックス
資料１－８

sato-mamoru
鉛筆



杉並区基本構想審議会第1部会資料
平成23年4月26日

都市整備部みどり公園課

鮮跳ぶもげさき,鼓覗きどれ･増解離讓V 2 1

接ぎ導き熟も‘誘い,熱鰡‘ノごて基づこ,かん難蝨 20。84

1 溺 3 な さ禰 1

しき 3‘8 3“そそご

ふれ歎願 20‐9 1

L口樹木被覆地率圏草地･農地率 l
･本調査は5年ごとに区内の緑の実態を把握するために実施している。ただし、※En(昭和38、41年)については建設省陸地測量部の資料による。
･樹木被覆地とは樹木･樹林で被われた土地、草地･農地は芝地を含む樹木･樹林で被われた部分を除く草地及び農地。

sato-mamoru
テキストボックス
資料１－９

sato-mamoru
鉛筆



杉並区基本構想審議会第1部会資料
平成23年4月26日

都市整備部みどり公園課

・樹林については平成９年より民間の集合住宅等の樹林を含んでいる。

31.42

42.08

52.2

72.26

26.1

16.47

10.32

15.61

3.05

6.1

8.27

6.57

22.48

25.13

25.87

26.93

10.83

7.85

12.69

13.68

62.94

45.66

31.21

23.37

11.64

3.15

1.64

公立学校

0.37

9.07

公共施設

1.79

公共施設

6.43

公共施設

0.28

177.53

148.23

148.63

159.07

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

平成19年

平成9年

昭和62年

昭和52年

面積(ha)

調
査
年

300㎡以上の樹林の推移 (面積 ha)

屋敷林 樹林 グラウンド等 社寺林 私立学校林等 公園 公立学校 公共施設



　

誌
g

さ
ん
ザ
メ

｢瀞
渋な
ど

こ
ぎ
於“
*‘

ツ
ネ子
t鳩
′“ゞ
マ

ベ
、"
-
〆
′'

‐#

･ん

準
,

ノ
、づちづちま辺ロ　　画計市

デさんIン

灘
灘
が

　　
　　
　

　
　　

ず
汐

r
よ 講

話
　
　
　
　
　　

-溝
霧
言
語

こ
す
れ
テ
r
さ

　　
　　
　
　
　
　

　　
　
　

　
　

　

翹
-

、
㈱
-
‘

ブイ

　　
　　

　　　

も
メ

ーキム話

･凝
議
･籍

ノ

･一

虜
ゞ,が;

‐ミ

メ

い
こ

　
　

　
　

　　

　　

濃
議

　　

　
　
　
　

　　　　

　

　

　　　

　　

八,滓

う

　
　

さ

　　

　
　

　
　　
　

　
　　
　
　

　　
　
　
　
　　
　
　　　　
　

　　　　

　
　　

　

、
氷き湖
沼虱
舒弱
鞠一報
鼈損
ぜ“登
落
莪

　　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
　

ねう"

桐

　
　

　　　

　　
　

｣〆

蛾
ふ
き
解きキ
キメ＼
“
跨げ

　
　　　
　　　

　　　
　
　

　　
　　

　　　

　
　

′
も

増
　
　　

事
で
す

　

　　
　　

　　
　
　
　
　
　

　
　　
　　　

　

　　　

　
　
　

　
　
　
　　　
　
　
　
　
　
　
　　

、熱
瓶薄
謝
鷄群
を
掛
薊緘
ゞ
瀧熟窺
鶏糞
樅ぞ

　　
　　

　

が

ち
蝋
議
さ※ぜ
“陰
掛
ら
“謡

"セ

な

さ
れ
ザ
れ
萬
離萎

馨
轄
譫鳰/鰐
瀞
礎
き
れ
だ
さ蕊
犠
壤楮箋

瓣

讓
翼
潔癖
まき
ちき
ざ鞘
謡
でも転

　
　　
　
　　

　
　　　
　　　
　
　

,
磐･

一

お

き

玉
城
薦

一群

!

-

絆
を

-

…
‘
,

　
　　
　　
　　
　

　
　　　　　
　

　
　
　
　
　

主
導
獲
物
▼

　
　
　
　

.･一言
‘
-~

　　
　
　
　議

　
　
　
　　
　
　　

.
ン
＼
与
れ
“
、
嶺
"溥
鳶
蕩.等
w逡
""
:
%

　
　
　
　

　　
　
　
　

　
　

･『
'

な
く
を

気
勢

　
　
　
　　　
　
　
　
　
　

Ĥ
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1 . 現状と課題

｢
I 1 地区の現況

高井戸公園は、 最寄り駅を京王井の頭線富士見ヶ丘駅とする面積約 1 7 . 4 ヘクタ

ールの都市計画公園である。
高井戸公園の位置は、北側を京王井の頭線、西側を都市計画道路補助第 2 1 6 号線

(未整備)、 南側は、 都市計画道路放射第 5号線 (事業中)、東側は民地にそれぞ
れが接している。
公園の土地所有をみると、 杉並区所有の土地はほとんど無く、 下図に示すようるこ、
大規模なN H K 富士見ヶ丘旧運動場、王子製紙運動場、独立行政法人国立印刷局久
我山運動場、京王井の頭線富士見ヶ丘検車区、一般民有地が入り込んだ状態である。
また、 N H K 及び企業運動場は適宜区民開放され、区民の運動場としての利用が活
発に行われている。
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1 ー 2 課題の整理
高井戸公園を整備するにあたっての課題を以下の三点から検討した。

(1 ) 公園整備の課題
･都市計画高井戸公園 (昭和 3 2 年 1 2月告示、 面積約 1 7 . 4 ha、 運動公園) は、 ｢都

市計画公園 ･緑地の整備方針｣ (平成18年3月) においては、 1 o haを超えることか
ら東京都事業 ｢重点化を図るべき公園 ･緑地｣ (5 7 箇所) となっているが、 同方針

の ｢重点公園 ･緑地｣、 ｢優先整備区域｣ に格付けされていないため、優先的に整備
に着手する対象となっていない。 このため、東京都との十分な協議を進め、事業計画
の明確な位置づけを高める必要がある。

･公園は既に運動場機能を有しているが、区保有施設ではなく、民間施設を借用してい
る状態にあり、 公園整備の将来方向と合わせた関係者の理解が必要である。

･公園内の民間保有施設状態のまま利用しているため、公園へのアクセス動線はバラバ
ラな状態である。

･公園用地内西側には一般民地が建て込んでおり、それらが住宅環境として成熟化しつ
つあり、 公園整備に伴う移転等の対策が必要である。

･また、公園内中央部を通る区道を住宅地のアクセス動線としているため、公園整備上
もこの道路による動線対策が必要である。

増ヒ側に位置する京王井の頭線富士見ヶ丘検車区は長大な形状で接し、かつ神田川を隔
て地盤面の高低差があり、 検車機能を損なわずに公園利用を図る必要がある。

･なお、 高井戸公園は広域避難場所としての指定にある。

(2 ) 周辺の課題
.周辺市街地は細い道路しかなく、公園整備に伴い市街地内の区画道路整備によるアク
セス道路の整備が必要である。

･神田川沿いの歩行者通路との連携が必要である。
･広域道路網が未整備であるため、道路整備に伴った市街地整備が必要である。南側の
中央自動車道のオンランプ、放射第 5 号線が公園に接しているため、公園整備と関連
する広域幹線道路の整備が必要である。

･公園の外周を取り巻く道路などは、 公園整備と合わせた整備が必要である。
･都市計画道路補助第216号線の整備は課題ではあるが、 長期的な視点に立った検討が
必要である。

(3 ) 関連する諸課題
･周辺の課題である中央自動車道オンランプ整備にあたっては、環境 ･交通安全対策が
長年にわたり懸案事項となってきた点を踏まえ、隣接する富士見丘小学校の教育環境
上の具体的な対策が必要である。

･また、近年、新たな教育環境形成の観点から、 小中一貫教育が求められており、公園
整備の機会を捉えて、こうした教育環境の改善に役立てていくことも検討課題である。
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荒川水系 神田川流域河川整備計画(平成 2 2年 1 1月)より抜粋
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③調節池の整備

神田川の各河川で必要となる調節池について表 4-戟こ示す。 整備箇所は図 4-6 に示すと

おり、 妙正寺川と善福寺川に 2箇所ずつである。

表 4-1 神田川流域の調節池計画

番号 河川 調節池名称 調節池容量 (予定)

① 妙正寺川 鷺の宮調節池 約35,00o m
3

② 〃 西落合調節池 約 120,00o m
3

③ 善福寺川 善福寺川調節池 約35,00o m
3

④ 〃 和田堀公園調節池 約 17,500 m
3

　　　

　　　　　　
　　 　 　　　費式箭朽禰 / / , ･寅円f
g隠区 {- /

ゞ

　 　　　　　　 　
　　 　　

　 　 　　　　、 --

ドトゴ--l - @鞠燧 ヤ ナ
歪舎蟹 中興績 ] ' ‐吋] ･灘“ ‐. -- 山手線 認 -- *““　　

　
　 　

神田川水系の流域界

一一- - 区･市暁

。 調節池予定箇所

図4-6 調節池整備箇所位置図
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1 ) 鷺の宮調節池

妙正寺川では、 平成 17年 9月の集中豪雨により、 激特事業の対象外である環状七号線

より上流の区間においても甚大な浸水被害が発生した。この区間についても、激特事業終

了後、河道拡幅により着実に河川の流下能力を向上させていく予定であるが、支障物件の

移設や橋梁の架け替えを含めると、その対策には長期間を要し、水害のあった妙正寺川上

流部の早期の水害対策が困難である。

この度、 妙正寺川沿いの都営鷺の宮アパートの建て替えに際し、 その敷地の一部に早

期の水害軽減に効果の高い調節池を設置することが可能となったため、ここに調節池を設

置し、環状七号線から調節池下流区間の治水安全度の早期向上を図るとともに、調節池上

流の護岸整備の早期着手を図る。

リ
′.ゾ
ミ

※ 鷺の宮アパート、調節池等の配置は、今後の調整や検討状況により、変更になる場合がある。,

図4-7 鵞の宮調節池平面図

2 ) 西落合調節池

妙正寺川下流部において、 早期に河道改修が困難な区間の治水安全度向上のために、

水車橋から下田橋にかけて妙正寺川調節池群を設置している。現在、妙正寺川第一調節池、

妙正寺川第二調節池、 上高田調節池、 落合調節池の4 つの調節池が設置されている。

妙正寺川調節池群の計画の内、 未施工である西落合調節池を四村橋下流にある新宿区

立西落合公園内に設置する。
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西落合調節池については、 上部を公園として整備し、 多目的利用を図る。

- ' ‐‘ -

図4‐8 妙正寺川調節池群位置図

3 ) 善福寺川調節池

善福寺川では、 平成 I7年 9月の集中豪雨により、 激特事業の対象外である上流の区間

においても甚大な浸水被害が発生した。この区間についても、激特事業終了後、下流から

順次、河道拡幅により河川の流下能力を向上させていく予定であるが、その対策には長期

間を要し、 水害のあった善福寺川上流部の早期の水害対策が困難である。

そこで、 善福寺川中流部に調節池を設置し、 下流区間の治水安全度を早期に向上させ

るとともに、上流区間の河道拡幅及び河床掘削に着手する。 また、この調節池の治水上の

効果を考慮し、 下流区間の護岸整備のスピ ｣ ドアツプとコスト縮減を図るとともに、 動植

物の生息 ･生育 ･繁殖環境に配慮した河床整備を行う。

4 ) 和田堀公園調節池

善福寺川沿いにおいて、 今後の都立和田堀公園の整備に合わせ、 和田堀公園調節池を
　　

整備する。調節池の整備にあたっては、必要な治水機能を確保するとともに、公園と調和

した親水整備を行う。
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外径

約94m

2．2kmと全長47kmの集水管網、39箇所の分水人孔、2箇所のポン
プ施設から成り立っています。豪雨時に川に放流できない雨水は、

分水人孔より集水管に流れ込み、集められた雨水は和田弥生幹線に

貯留されます。貯留した雨水は晴天時に2箇所のポンプ施設から落
合水再生センターに送られ、きれいにして神田川に戻します。
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資料１－１５

杉並区基本構想審議会

第 1 部 会 資 料

平成２３年４月２６日

杉並区内の空き家について

１ 杉並区の空き家数の推移（住宅・土地統計調査）

年度

(平成)
住宅総数

居住世帯ありの

住宅数

居住世帯なしの

住宅数

10 279,720 246,550 33,170

15 292,830 255,210 37,620

20 315,910 278,820 37,090

２ 空き家の内訳 （平成 15年度以降、分類が変更された。）

年度

(平成)

一時

現在者

のみ

空き家
二次的

住宅

賃貸用

の住宅

売却用

の住宅

その他

の住宅
建築中

空き家

の数

10 4,350 28,300 510 33,170

15 3,070 790 21,300 2,360 9,020 1,080 37,620

20 3,830 890 22,270 910 8,620 580 37,090

※ 空き家の総数と内訳の計は、必ずしも一致しない（分類不能がある）。

≪定 義≫

空き家 ｢居住世帯のいない住宅｣＝｢住宅総数｣－｢居住世帯のいる住宅数｣

一時現在者のみ 昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしている住宅

二次的住宅 別荘、あるいは普段住んでいなくて、残業で遅くなった時に寝泊ま

りする住宅

賃貸用の住宅 新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅

売却用の住宅 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅

その他の住宅 上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば転勤・入院などのため

に居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建替えなどのために取り

壊す予定の住宅など

建築中 住宅として建築中で、棟上げは終わっているが、戸締りができるま

でには至っていないもの
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３ 平成 21年度空き家実態調査結果（平成 22年 3月 国土交通省住宅局）

昭和 55年度からほぼ 5年ごとに実施しており、今回は 7回目である。
調査員が、887 調査区（東京：313、大阪：278、東京 40 km 以遠：296）において、現地

踏査により空き家を特定し、所有者を特定したうえで、所有者を直接訪問しての聞き取り調査

又は訪問困難な場合は郵送により調査票を回収した。

・有効回答数 510（東京：180、大阪：120、東京 40 km 以遠：210）

■地域別空き家の原因（複数回答）

空き家化の原因としては、「賃貸人などの入居者が退去した」が 56.5％と最も多く、次い
で「別の住居へ転居した」が 31.8％を占めている。

原 因 東 京 大 阪
東京 40 Km
以遠

合 計

別の住居へ転居した 58 50 54 162

32.2% 41.7% 25.7% 31.8%

建替えのため一時的に退去 2 1 1 4

1.1% 0.8% 0.5% 0.8%

増改築・修繕のため一時的に退去 1 0 0 1
0.6% 0.0% 0.0% 0.2%

転勤等の長期不在 4 2 5 11

2.2% 1.7% 2.4% 2.2%

賃借人などの入居者が退去した 107 61 120 288

59.4% 50.8% 57.1% 56.5%

相続により取得したが入居していない 2 1 12 15
1.1% 0.8% 5.7% 2.9%

居住用に取得したが入居していない 2 2 3 7
1.1% 1.7% 1.4% 1.4%

二次利用のため取得、普段は未利用 0 1 5 6

0.0% 0.8% 2.4% 1.2%

賃貸経営用に取得、賃借人が見つからな

い

3 2 6 11
1.7% 1.7% 2.9% 2.2%

売却用に取得、購買者が見つからない 0 1 0 1

0.0% 0.8% 0.0% 0.2%

その他 17 6 14 37

9.4% 5.0% 6.7% 7.3%

無回答 0 2 1 3
0.0% 1.7% 0.5% 0.6%

合 計
180 120 210 510

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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駅周辺のまちづくりについて

１ 荻窪駅周辺のまちづくりについて

（１）荻窪駅周辺のまちづくり計画

荻窪駅周辺は、区を代表する商業・業務地であり、区内で最も大きな駅勢圏を有する交通

の結節点として発展してきました。

しかし、駅前広場の狭小さ、ＪＲ中央線の平面軌道による南北アクセスの分断、回遊性の

困難さ、放置自転車問題等のさまざまな課題を抱えています。

こうしたまちの課題解決に向けて、地元住民で組織された協議会からの提言を受け、平成

６年３月に「荻窪駅周辺まちづくりの基本的考え方」を取りまとめ、この基本的考え方に基

づき、さまざまな施策・事業を進めてきました。

平成１４年に策定した「杉並区まちづくり基本方針」では、荻窪駅周辺を賑わいの芯であ

る「都市活性化拠点」と位置づけ、その実現に向けて、引き続き諸課題に取り組んでいます。

その推進のため平成１６年には、商業地として一層の活性化・賑わいを目指すため、上荻

一丁目地区を特別用途地区として「低層階商業業務誘導地区」に指定しました。

（２）荻窪駅周辺のまちづくりの動き

荻窪駅北口では、駅前広場区域内にある係争土地問題が平成１６年２月に最高裁で結審し、

土地明け渡しが実現したことから、都が駅前広場整備を、区が修景整備等を行い、平成２３

年３月の完成後は区が全体の管理を引き継ぎました。

また、南北自由通路拡幅等整備については、区、ＪＲ、東京メトロの３者で協議し、平成

２０年度に東口自由通路の拡幅や西口バリアフリー整備などについて、基本方針をまとめま

した。荻窪駅南口では、平成１６年度に西口連絡橋を含め南口地下連絡通路とエレベーター

が完成し、区の都市計画事業として平成１７年度に補助線街路第１３１号線の工事が完了し

ました。

駅のバリアフリー化については、東口改札とホームを結ぶエレベーター２基と東口北側出

口に地下通路と地上を結ぶエレベーター１基を設置し、平成１９年３月に供用開始しました。

西口バリアフリー整備については、ＪＲと協力し、現在施工中です。

荻窪駅北口東地区では、地元権利者で組織された市街地再開発準備組合により再開発の実

現を目指し活動してきましたが、地区内で新たな開発が行われるなど、土地利用状況が変化

していることから、荻窪駅周辺地区全体を視野に、今後の方向性について再検討をしていく

必要があります。
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２ 高円寺駅周辺のまちづくりについて

荻窪を除くＪＲ中央線の３駅周辺は「杉並区まちづくり基本方針」で「地域の生活拠点」と

位置づけられています。

高円寺駅周辺では、バリアフリー基本構想重点地区の指定や安全・安心まちづくり推進地区

の指定、駅前広場等の整備、座・高円寺の建設、みどりのベルトづくり計画など、さまざまな

事業が展開されています。

駅前広場については、平成２０年度に北口駅前広場の整備から着手し、平成２２年度に南口

駅前広場も完成しました。引き続き、北口と南口を結ぶ道路の整備を進めています。

３ 阿佐ヶ谷駅周辺のまちづくりについて

阿佐谷地区では、景観形成の先導的役割を担うモデル事業として、中杉通り沿道周辺地区景

観まちづくりを進めています。

平成５年７月に、阿佐谷のまちづくりを考える地元有志による「阿佐谷まちづくりの会」が

発足し、３９回の検討会を経た後、平成７年９月、区長に「まちづくり構想」を提言しました。

ＪＲ、地元、区との話合いにより、駅周辺に調和した景観形成、駐輪場の確保による環境対

策、エスカレーター増設等によるバリアフリー整備、阿佐ヶ谷駅のリニューアルなどが行われ

てきました。平成２２年度には、阿佐ヶ谷駅南口地区共同建替え事業（優良建築物等整備事

業）が完成しました。

４ 西荻窪駅周辺のまちづくりについて

西荻窪駅周辺は、南北ともに駅前広場と呼べるほどの空間がないことや、特に南口に面した

地区が小規模な木造店舗の密集した地区となっているなど、さまざまな課題があります。

今後、補助線街路第１３２号線の整備などと共に、駅周辺の整備に取り組みます。

５ 私鉄駅周辺のまちづくりについて

私鉄各駅周辺は「まちづくり基本方針」で「身近な生活拠点」と位置づけられています。

区内の私鉄駅については、踏切によって地域が南北に分断されており、地域の方々から分断

解消等について意見・要望が多く寄せられています。杉並区では各鉄道事業者と調整・協力し、

バリアフリー化を含めた駅舎の橋上化及び自由通路の設置を進めています。

平成１８年度に下井草駅、平成１９年度には西永福駅の駅舎橋上化及び自由通路が竣工し、

供用を開始しました。

永福町駅では、平成１８年度に「永福町駅自由通路駅前広場基本構想調査」を行い、平成２

２年度に駅舎の橋上化及び南口の新設等が実現しました。また、富士見ヶ丘駅の駅舎のバリア

フリー化も同じく竣工しました。

さらに、ＪＲ、私鉄、地下鉄の各鉄道事業者が行う、駅のバリアフリー化に対し、区と都が

補助することにより、駅舎内においてもバリアフリー化の促進に寄与しています。

また今後は、京王線や西武新宿線の連続立体交差化事業を契機として、商店街の活性化や安

全なまちづくりを進めていく考えです。
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